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災害時における食料・生活必需品の緊急調達及び供給等の協力に関する協定書 

 

 （趣旨）  

第１条 この協定は、広島市地域防災計画に基づき、災害応急対策の実施に必要な食

料・生活必需品（以下「物資」という。）の緊急調達及び供給に関する広島市（以下

「甲」という。）の計画に対するコストコホールセールジャパン株式会社（広島倉庫

店）（以下「乙」という。）の協力について、必要な事項を定めるものとする。  

 

 （協力事項の発動）  

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が広島市災害対策本部

を設置し、乙に対して協力の要請を行ったときをもって発動する。  

 

 （協力の要請）  

第３条 災害時において甲が物資を必要とするときは、乙に対して物資の供給につい

て協力を要請することができる。  

２ 前項の要請は、経済観光局長が行うものとする。ただし、被害の状況によっては、

区長が乙に要請することができる。  

３ 甲の乙に対する要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するとき

は電話等により行い、事後において文書を提出するものとする。  

 

 （物資の優先供給の協力）  

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に積極

的に協力するものとする。ただし、次の事項に該当する場合はこの限りではない。  

 ⑴ 災害により供給能力が低減した場合  

⑵ 災害により他の優先義務が発生した場合  

⑶ 乙が被災した場合  

⑷ 乙が既存会員を優先すべきと判断した場合  

 

 （物資の種類）  

第５条 物資の種類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 食品関係（主食品、加工食品、飲料、缶詰、調味料等） 

 ⑵ 調理関係（食器類、箸、やかん、鍋、包丁、哺乳びん、ラップフィルム等） 

 ⑶ 衣類関係（外衣、下着等） 

 ⑷ 衛生関係（タオル、石鹸、ティッシュペーパー、紙おむつ、生理用品、歯ブラ

シ、歯磨き剤等） 

 ⑸ その他（電池、ろうそく、マッチ、懐中電灯、寝具等）  

 

 （物資の搬送及び引き渡し）  

第６条 物資の搬送は、原則として乙又は乙の指定する者が行うものとし、物資の引

渡し場所は甲が指定するものとする。  

２ 事情により乙又は乙の指定する者が物資を搬送できない場合は、乙が甲に対し引



渡し場所を指定し、甲が指定する者に物資の引渡しを行うものとする。  

３ 甲又は甲が指定する者は、乙の立ち会いのもとで、物資の種類及び数量を確認の

上、引渡しを受けるものとする。  

 

 （費用）  

第７条 この協定に基づき、乙が供給した物資の対価及び乙が行った搬送等の費用に

ついては、甲がこれを負担するものとする。  

２ 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の

上、決定するものとする。  

 

 （費用の支払）  

第８条 甲の乙に対する費用の支払いは、乙が第６条第３項の引渡し後、甲に請求す

るものとし、甲は、乙からの適法な請求に基づき支払うものとする。  

２ 第６条第３項の引渡し前に生じた物資の亡失、毀損等は乙の負担とする。  

 

 （保有数量等の報告）  

第９条 乙は、物資の保有数量（又は供給可能数量）を、甲の求めに応じて報告する

ものとする。  

 

 （廃止届等）  

第１０条 乙は、第５条に規定する物資の取扱いを廃止又は休止した場合は、甲に届

け出るものとする。また、その後において物資の取扱いを再開した場合も同様とす

る。  

 

 （防災訓練等）  

第１１条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるよう、必要な訓練等を随

時行うとともに、連絡体制､連絡方法等について、常に点検、改善に努めるものとす

る。  

 

 （担当者名簿等の作成）  

第１２条 甲及び乙は、この協定の成立の日及び毎年４月１日現在の事務担当者名簿

等を作成し、相互に交換するものとする。  

 

 （その他）  

第１３条 甲は、他都市等から物資調達の斡旋を要請された場合、この協定に準じて、

乙に対し物資の供給について協力を要請することができる。  

２ この協定に定める事項で疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要

がある場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。  

３ この協定に定めるもののほか、乙は、甲が行う防災活動に対し、避難場所の提供

や地元自主防災組織との連携等可能な限り協力するものとする。  

 



 （有効期間）  

第１４条 この協定は締結の日からその効力を有するものとする。  

 

 

この協定の成立を証するため、本証２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保

有する。  

 

 

令和７年１１月１日  

 

     甲  広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号  

        広島市  

        広島市長  松 井 一 實  

 

     乙  千葉県木更津市瓜倉３６１番地  

        コストコホールセールジャパン株式会社  

        代表取締役 ケン・テリオ  


